
（ 案）  

                      委託番号 ５ ２ １ ６   

契約形態 業務委託 

仕 様 書 

 

 

１  件     名  公園内ごみ等（ 可燃ごみ） 処理業務委託（ 単価契約）  

 

 

２  履 行 期 間  令和６ 年（ ２ ０ ２ ４ 年） ４ 月１ 日から  

           令和７ 年（ ２ ０ ２ ５ 年） ３ 月３ １ 日ま で 

 

 

３  履 行 場 所  草加市内の指定箇所（ 松江二丁目６ 番、 瀬崎六丁目３ ２ 番）  

 

 

４  積 算 方 法  発注予定数を 基に、 契約単価を見積も る こ と 。  

 

 

５  発 注 予 定 数  ３ ６ ， ４ ４ ０ ㎏程度 

 

 

６  支 払 方 法  業務完了月払（ 年１ ２ 回払） と する 。  

           ただし 、 委託料は、 契約単価に処分数量を 乗じ 、 別途、 消費税及び地方

消費税を 加えたも のと する 。  

           なお、 処分が発生し なかっ た月は支払いを 行わないも のと する 。  

 

 

７  委 託 内 容  ⑴ 指定する 場所のごみを 、 可燃物・ 不燃物に分類し 、 可燃物について、

「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律」 に従い適正に処分する 。  

           ⑵ 詳細は、 別紙特記仕様書によ る 。  

 

８  そ  の  他  ⑴ 個人情報の保護に関する 法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７ 号） 及び別記

個人情報取扱い特記事項を 遵守する こ と 。 ま た、 業務上知り 得た事項

を漏ら し てはなら ない。  

           ⑵ 草加市環境マネジメ ン ト シス テム に基づく 取り 組みに協力する こ と 。 

           ⑶ 草加市政における 公正な職務執行の確保に関する 条例（ 平成１ ９ 年

条例第１ ６ 号） 第６ 条及び草加市が締結する 契約から の暴力団排除措

置要綱（ 平成８ 年告示第１ ５ ５ 号） 第９ 条の規定に基づき 、 次の事項

を遵守する こ と 。  

            ① 受注者及び受注者の下請業者が、 不当要求行為を受けた場合又は

不当要求行為によ る 被害を 受けた場合若し く は被害が発生する おそ

れがある 場合は、 市長に報告する と と も に、 所轄の警察署に通報す

る こ と 。  

            ② 受注者は、 市及び所轄の警察署と 協力し 、 不当要求行為の排除対

策を 講じ る こ と 。  

 



（ 案）  

９  問 合 せ 先  ⑴ 仕様書の記載内容に関する こ と （ 契約締結前）  

                 草加市役所 契約課 

                          電話０ ４ ８ （ ９ ２ ２ ） １ １ ２ ９ （ 直通）  

                      ⑵ 契約締結後の問合せ先 

                          草加市役所 みどり 公園課 

                          電話０ ４ ８ （ ９ ２ ２ ） １ ９ ７ ３ （ 直通）  



                                     

公園内ごみ等（ 可燃ごみ） 処理業務委託特記仕様書  

 

１  履 行 場 所    

  草加市内の指定箇所（ 松江二丁目６ 番、 瀬崎六丁目３ ２ 番）  

                                         

２  作 業 の 内 容                                 

 ⑴ 指定する 場所のごみを可燃・ 不燃に分別し 、 可燃ごみについて、 収集し 、 処分施設

へ運搬する 。  

   収拾方法について、 履行場所のう ち、 松江二丁目６ 番、 瀬崎六丁目３ ２ 番について

はコ ンテナを常備し 、 発注時にアームロ ール車を使用し て回収する 方式と する 。  

   ま た、 コ ンテナ回収と 同時に代替のコ ンテナを設置し 、 市の可燃ごみ集積に支障が

ないよ う にする こ と 。  

 ⑵ 作業日                                  

   発注者が指定する 日 

 ⑶ 処分量（ 想定数量）                             

   履行期間内において、 公園などから 収集予定のも の。  

   可燃ごみ   剪定枝、 草、 紙類等 

          年間予定数量  ３ ６ ， ４ ４ ０ ㎏   

          （ う ち、 松江二丁目６ 番   計２ ８ ， ０ ０ ０ ㎏ 

              瀬崎六丁目３ ２ 番    ８ ， ４ ４ ０ kg）  

   上記の処分を行う も のと する 。  

   なお、 処分にかかる 費用は本業務委託の単価に含むも のと する 。  

 ⑷ その他 

   本業務委託で運搬する 可燃ごみは、 直接東埼玉資源環境組合（ 第一又は） 第二工場

で計量（ 台貫） ・ 処分を行い、 上記工場が、 発行し た計量票の写し を提出する こ と 。  

   ま た、 仮集積場等から 、 積替保管なし で運搬する も のと し 、 併せて、 本業務委託以

外の発生材と の混載は不可と する 。  

     

 

３  書 類 の 提 出                                 

⑴ 「 作業報告書」  

 １ か月ごと に作業報告書を作成し 、 発注ごと の作業写真・ 計量票を添付し 、 発注者

に提出する こ と 。  

⑵ 「 苦情等受付・ 処理報告書」  

 当該委託業務に関する 第三者から の苦情や意見は、 原則と し て受注者が処理する こ

と と し 、 後に苦情等受付・ 処理報告書を発注者に提出する こ と 。  

⑶ 「 その他の報告書」  

 作業中に施設の異常を発見し たり 、 事故等が発生し た場合は、 速やかに発注者に報

告し 、 後に施設破損報告書、 事故報告書を発注者に提出する こ と 。  

 

  



                                     

  ※提出書類一覧 

 提 出 書 類 提 出 時 期   

一般廃棄物収集運搬業許可証写し  契 約 時 

現場責任者届 

作業記録写真撮影用の黒板の写真 

作業報告書 

作業写真、 計量票 

作業終了時 

（ １ か月ごと ）  

苦情等受付・ 処理報告書 

施設破損報告書 

事故報告書 

随   時 

委託完了報告書 完 了 時 

 

４  そ の 他                                 

 ⑴ 本業務を行う ために必要な経費、 重機等は、 すべて受注者の負担と する 。  

 ⑵ こ の特記仕様書にない事項については、 発注者と 協議の上、 決定する も のと する 。  



令和６年（２０２４年）度公園内ごみ(可燃ごみ)処理業務単価表

種類 予定数量 単位 単価

可燃ごみ 36,440 kg



 

 

 
業 務 委 託 等 共 通 仕 様 書 

 

                      都市整備部 みど り 公園課  

 

第１ 章 総則 

 

 １  適用範囲 

  ⑴ 本仕様書は、 草加市（ 以下「 当市」 と いう 。 ） が管理する 市立公園等の維持管理業務

委託等に適用する 。  

  ⑵ 図面（ 以下「 設計図書」 と いう 。 ） 及び特記仕様書に記載さ れた事項は、 本仕様書に

優先する 。  

  ⑶ 本仕様書、 設計図書及び特記仕様書に疑義が生じ た場合は、 当市と 受注者と の協議に

よ り 決定する 。  

 

 ２  用語の定義 

   本仕様書において、 次の各号に掲げる 用語の定義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ

によ る 。  

  ⑴ 指示と は、 当市の発議によ り 、 監督員が受注者に対し 、 監督員の所掌事務に関する 方

針、 基準、 計画等を 示し 、 実施さ せる こ と を いう 。  

  ⑵ 承諾と は、 受注者の発議によ り 、 受注者が監督員に報告し 、 監督員が了解する こ と を

いう 。  

  ⑶ 協議と は、 監督員と 受注者が対等の立場で、 合議する こ と を いう 。  

 

 ３  費用の負担 

   業務の実施に伴う 必要な費用は、 本仕様書に明記のないも のであっ ても 原則と し て受注

者の負担と する 。  

 

 ４  法令等の遵守 

  ⑴ 受注者は業務の実施に当たり 、 次に掲げる 法律、 こ れに関連する 法令・ 条例・ 規則等、

当市が他の企業等と 締結し ている 協定等を 遵守し なければなら ない。  

   ① 労働基準法     （ 昭和２ ２ 年法律第 ４ ９ 号）  

   ② 労働者災害補償保険法（ 昭和２ ２ 年法律第 ５ ０ 号）  

   ③ 消防法       （ 昭和２ ３ 年法律第１ ８ ６ 号）  

   ④ 建築基準法     （ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号）  



 

 

   ⑤ 毒物及び劇物取締法 （ 昭和２ ５ 年法律第３ ０ ３ 号）  

   ⑥ 都市公園法     （ 昭和３ １ 年法律第 ７ ９ 号）  

   ⑦ 下水道法      （ 昭和３ ３ 年法律第 ７ ９ 号）  

   ⑧ 道路交通法     （ 昭和３ ５ 年法律第１ ０ ５ 号）  

   ⑨ 河川法       （ 昭和３ ９ 年法律第１ ６ ７ 号）  

   ⑩ 電気事業法     （ 昭和３ ９ 年法律第１ ７ ０ 号）  

   ⑪ 騒音規制法     （ 昭和４ ３ 年法律第 ９ ８ 号）  

   ⑫ 都市計画法     （ 昭和４ ３ 年法律第１ ０ ０ 号）  

   ⑬ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律  （ 昭和４ ５ 年法律第１ ３ ７ 号）  

   ⑭ 水質汚濁防止法   （ 昭和４ ５ 年法律第１ ３ ８ 号）  

   ⑮ 労働安全衛生法   （ 昭和４ ７ 年法律第 ５ ７ 号）  

   ⑯ 振動規制法     （ 昭和５ １ 年法律第 ６ ４ 号）  

   ⑰ 環境基本法     （ 平成 ５ 年法律第 ９ １ 号）  

   ⑱ 草加市公害を 防止し 市民の環境を 確保する 条例（ 平成１ ６ 年草加市条例第３ １ 号）  

   ⑲ 草加市立公園条例 （ 平成１ ７ 年草加市条例第 ４ １ 号）  

  ⑵ 使用人に対する 諸法令等の運用及び適用は、 受注者の負担と 責任のも と で行う こ と 。  

    なお、 建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う 運用については、 受注

者の責任において行う こ と 。  

 

 ５  提出書類 

  ⑴ 受注者は、 契約締結後、 業務の実施に当たり 、 着手及び完了に当たっ て当市の契約約

款に定める も ののほか、 速やかに次の書類を 提出し 、 承諾を 受ける こ と 。  

    なお、 その他業務によ っ て必要な書類は、 特記仕様書に定める 。  

   ① 現場責任者通知書（ 押印不要）  

   ② （ 管理） 技術者通知書（ 業務の性質上必要な場合） （ 押印不要）  

   ③ 業務工程表（ 業務の性質上必要な場合） （ 押印不要）  

   ④ 緊急連絡届（ 監督員の指示があっ た場合） （ 押印不要）  

   ⑤ 産業廃棄物等の収集運搬又は処分を 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に従い適正

に行う ための許可書及び契約書の許可書の写し （ 処分を 伴う 業務に限る ）  

   ⑥ 業務打合せ記録簿（ 要押印）  

   ⑦ その他監督員が指示する も の 

  ⑵ 提出し た書類の内容を 変更する 必要が生じ たと き は、 直ちに変更届を 提出する こ と 。  

    ※対象業務委託労働環境報告書を 含む。 （ 1, 000万円以上の委託）  

    ※①、 ②、 ③は経歴書を 含む。  

  ⑶ 受注者は、 作業が完了し たと き は、 速やかに次の書類を 提出する こ と 。 なお、 その他



 

 

業務によ っ て必要な書類は、 特記仕様書に定める 。  

   ①委託業務完了通知書（ 押印不要）  

   ② 出来高調書（ 監督員の指示があっ た場合）  

   ③ 作業記録写真（ 第１ 章「 １ １ 作業記録写真」 によ る ）  

   ④ 完了図書一式 

   ⑤ 清掃汚泥収集運搬処分等に係る 産業廃棄物管理票及び伝票並びに清掃汚泥処分量集

計表（ 処分を 伴う 業務に限る ）  

   ⑥ 支払請求書及び明細書（ 要押印）  

   ⑦ その他監督員が指示する も の 

  ⑷ 前記各項のほか、 監督員が提出する よ う に指示し た書類は、 指定期日ま でに提出する

こ と 。  

  ⑸ 完成書類は原則電子納品と する 。  

 

 ６  官公署への手続 

   受注者は、 契約締結後、 速やかに関係官公署等に、 作業に必要な道路使用、 交通の制限

等の届出又は許可申請を 行い、 その許可等を 受ける こ と 。  

 

 ７  現場体制 

  ⑴ 受注者は、 契約締結後、 速やかに業務全般を 統括する 現場責任者及び技術上の管理を

つかさ ど る 管理技術者を 定め、 発注者に通知する こ と 。  

  ⑵ 受注者は、 善良な作業員を 選定し 、 秩序正し い作業を 行わせ、 かつ、 熟練を 要する 作

業には、 相当の経験を 有する 者を 従事さ せる こ と 。  

  ⑶ 受注者は、 適正な作業の進捗を 図る と と も に、 そのために必要と なる 十分な数の作業

員を配置する こ と 。  

  ⑷ 作業時間は、 原則、 午前９ 時から 午後５ 時ま でと し 、 前後３ ０ 分間は、 準備・ 後片付け

の時間と する 。  

 なお、 作業の性質等によ り 上記時間以外に作業する 必要がある 場合は、 事前に監督員と

協議し 、 警察及び周辺住民に連絡する こ と 。  

 

 ８  周辺住民等と の協調 

  ⑴ 受注者は、 作業を 実施する に当たり 、 周辺住民等に作業内容を 説明し 、 理解と 協力を

得る こ と 。  

  ⑵ 受注者は、 周辺住民等から の要望又は周辺住民等と 交渉があ っ たと き は、 遅滞なく 監

督員に申し 出て、 その指示を 受け、 誠意を 持っ て対応し 、 その結果を 速やかに監督員に

報告する こ と 。  



 

 

  ⑶ 受注者は、 いかなる 理由があっ ても 、 周辺住民等から 報酬、 手数料等を 受け取っ ては

なら ない。  

    なお、 使用人等についても 、 上記の行為の内容について、 十分監督・ 指導する こ と 。  

  ⑷ 使用人等が前項に定める 行為を行っ たと き は、 受注者がその責任を 負う こ と 。  

 

 ９  損害賠償及び補償 

  ⑴ 受注者は、 公園施設等に損害を 与えたと き は、 直ちに監督員に報告し 、 その指示を 受

ける と と も に、 速やかに原状復旧する こ と 。  

  ⑵ 受注者は、 作業に当たり 、 万一注意義務を 怠っ たこ と によ り 、 第三者に損害を 与えた

と き は、 その復旧及び賠償に全責任を 負う こ と 。  

 

 10 工程管理 

  ⑴ 受注者は、 あら かじ め提出し た工程表に従い、 工程管理を 適正に行う こ と 。  

  ⑵ 予定し た工程と 、 進捗状況に差が出た場合は、 必要な措置を 講じ て作業の円滑進行を

図る こ と 。  

  ⑶ 受注者は、 毎月末に出来高報告書等によ り 作業の進捗状況を 監督員に報告する こ と 。  

  ⑷ 日程の都合上、 通常の作業実施期間に含ま れていない日（ 祝日、 休日等） に作業を 行

う 必要がある 場合は、 あ ら かじ め、 その作業内容や作業時間等について、 監督員の承諾

を 得る こ と 。  

 

 11 作業記録写真 

   受注者は、 次の各項に従っ て、 作業記録写真を 撮影し 、 作業完了時には、 工種ご と に工

程順に編集し たも のを 、 作業写真記録帳に整理し 、 完了届に添付し て監督員に提出する こ

と 。  

   なお、 公園施設の破損、 不等沈下又は腐食等の異常を 発見し た場合も 写真を 撮影し 、 監

督員に報告する こ と 。  

  ⑴ 作業前後の状況を 同一方向で撮影する こ と 。 ただし 、 撮影が困難な場合は、 他の適切

な方法で撮影を 行う こ と 。  

  ⑵ 写真には、 委託名、 作業件名、 作業日、 撮影場所、 撮影対象及び受注者名を 明記し た

黒板等を 入れて撮影する こ と 。  

    なお、 電子黒板（ デジタ ル委託写真の小黒板電子化） を希望する 場合、 事前に監督員と

協議し 、 承諾を得る こ と 。  

  ⑶ 人力又は機械の別によ る 作業状況は、 背景を 入れて撮影する こ と 。  

  ⑷ 一枚の写真で作業状況が明ら かになら ない場合は、 貼り 合わせる こ と 。  

  ⑸ 原則と し てデジタ ルカ メ ラ によ る カ ラ ー撮影と する 。 なお、 やむを 得ない場合は監督



 

 

員と 協議する こ と 。  

 

 12 成果の所有等 

   作業に伴っ て得ら れた資料及び成果は、 当市の所有と する 。  

   ま た、 作業の成果等は、 当市の承諾なし に公表し ないこ と 。  

 

 

第２ 章 安全管理 

 １  一般事項 

  ⑴ 受注者は、 公衆災害、 労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、 「 労働安全衛生法」

「 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」 等の定める と こ ろ に従い、 その防止に必要な

措置を 十分に講ずる こ と 。  

  ⑵ 作業中は、 気象情報に十分注意を 払い、 豪雨出水、 地震等が発生し た場合は、 直ちに

対処でき る よ う 対策を 講じ ておく こ と 。  

  ⑶ 事故防止を 図る ため、 安全管理は受注者の責任において実施する こ と 。  

 

 ２  安全教育 

   受注者は、 作業従事者に対し 、 定期的に当該作業に関する 安全教育を 行い、 安全意識の

向上を図る こ と 。  

 

 ３  労働災害防止 

⑴ 現場の作業環境は、 常に良好な状態に保ち、 機械器具その他の設備は常時点検し 、 作

業従事者の安全を 図る こ と 。  

⑵ 作業中、 酸素欠乏空気や有害ガス 等が発生し た場合は、 直ちに必要な措置を 講ずる と

と も に、 監督員及びその他関係機関に緊急連絡を 行い、 その指示によ り 、 適切な措置を

講ずる こ と 。  

⑶ 資格を 必要と する 諸機械を 取り 扱う 場合は、 必ず有資格者を 充て、 かつ、 誘導員を 配

置する こ と 。  

⑷ 労働安全衛生作業規則及び厚生労働省の通達等に定める 保護帽の着用規定に基づき 、

作業内容に応じ て、 作業従事者にはヘルメ ッ ト を 着用さ せる こ と 。  

 

 ４  公衆災害防止 

⑴ 作業中は、 常時、 作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、 並びに交通、 流水等の円

滑な処理に努め、 現場の保安対策を 適切に講ずる こ と 。  

⑵ 作業現場は通行人、 車両交通等の安全を 確保する ため、 受注業務名を 明示し た標識を



 

 

設ける と と も に、 夜間には十分な照明及び保安灯を 施すこ と 。  

⑶ 作業区域内には、 必要に応じ て交通整理員を 配置し 、 車両及び歩行者の誘導及び整理

を 行う こ と 。  

⑷ 市立公園内を 車両で通行する 必要が生じ た場合は、 徐行運転と し 、 ハザード ラ ン プを

点滅さ せ、 必ず誘導員を 配置する こ と 。  

⑸ 作業に伴う 交通処理及び保安対策は、 本仕様書に定める と こ ろ によ る ほか、 関係官公

署の指示に従い、 適切に行う こ と 。  

⑹ 前項の対策に関する 具体的事項については、 関係機関と 十分協議し て定め、 協議結果

を 監督員に提出する こ と 。  

 

 ５  その他 

⑴ 受注者は、 作業に当たり 「 騒音規制法」 、 「 振動規制法」 、 「 草加市公害を 防止し 市

民の環境を 確保する 条例」 等の公害防止関係法令に定める 規制基準を 遵守し 、 必要な措

置を 講ずる こ と 。  

⑵ 作業時間、 作業範囲等 

  作業の実施に当たっ ては、 道路使用許可条件の時間及び範囲等を 遵守する こ と 。  

⑶ 受注者は、 作業に当たっ て、 絶対に裸火を 使用し ないこ と 。  

 

⑷ 廃棄物の処分 

 ① 廃棄物の処分は、 関係法令等に基づく 許可を 受けた処分場及び処理施設で行う こ と 。  

 ② 受注者は、 着手前に前項の許可書、 契約書等の写し を 監督員に提出し て承諾を 受け

る こ と 。  

⑸ 作業に当たり 、 道路その他の工作物を 搬出土砂等で汚損さ せないこ と 。 万一、 汚損さ

せたと き は、 作業終了の都度、 洗浄・ 清掃する こ と 。  

⑹ 万一、 事故が発生し たと き は、 緊急連絡体制に従い、 直ちに監督員及び関係官公署に

報告する と と も に、 速やかに必要な措置を 講じ る こ と 。  

⑺ 前項の報告後、 受注者は事故の原因、 経過及び被害内容を 調査の上、 その結果を 書面

によ り 、 直ちに監督員に届け出る こ と 。  

⑻ 受注者が、 監督員の指示に反し て、 作業を 続行し た場合及び監督員が事故防止上危険

と 判断し た場合は、 作業の一時中止を 命ずる こ と がある 。  

⑼ 作業終了後は、 速やかに使用機器、 仮設物等を 搬出し 、 作業場所の清掃に努める こ と 。  

⑽ 作業の継続が困難と なっ たと き は、 直ちに監督員に報告し 、 指示を 受ける こ と 。  

 

 

第３ 章 その他 



 

 

 １  作業の完了 

   作業を 終了し 、 所定の書類が提出さ れた後、 当市検査員の検査を も っ て完了と する 。  

   ただし 、 完了後において、 明ら かに受注者の責めに伴う 瑕疵が発見さ れた場合は、 受注

者は直ちに是正措置を 講じ なければなら ない。  

 

 ２  検査 

  ⑴ 受注者は、 中間検査及び完了検査に立ち会う こ と 。  

  ⑵ 受注者は、 検査のために必要な資料（ 日報、 写真、 完了図書等） を 、 検査員の指示に

従い、 提出する こ と 。  

 

 ３  その他 

  ⑴ 設計図書に特に明示し ていない事項であっ ても 、 作業遂行上必要なも のは、 受注者の

負担において処理する こ と 。  

  ⑵ その他特に定めのない事項については、 速やかに監督員に報告し 、 指示を 受けて処理

する こ と 。  

  ⑶ 草加市環境マネジメ ン ト シス テムに基づく 取組に協力する こ と 。  

  ⑷ 「 個人情報の保護に関する 法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７ 号） 」 を 遵守する こ と 。 ま た、  

業務上知り 得た事項を 漏ら し てはなら ない。  

 



 

 

別記 

 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 （ 基本事項）  

第１ 条 こ の契約によ り 、 草加市（ 以下「 発注者」 と いう 。 ） から 事務の委託を受けた者（ 以下

「 受注者」 と いう 。 ） は、 こ の契約によ る 事務を処理する に当たり 、 個人情報を取り 扱う 際に

は、 個人情報保護の重要性を 認識し 、 個人の権利権益を 侵害する こ と のないよ う にし なけれ

ばなら ない。  

 

 （ 秘密保持）  

第２ 条 受注者は、 こ の契約によ る 事務に関し て知り 得た個人情報を みだり に他人に知ら せ、

又は不当な目的に使用し てはなら ない。  

２  受注者は、 こ の契約によ る 事務に従事さ せる 者に対し 、 在職中及び退職後においても 、 こ

の契約によ る 事務に関し て 知り 得た個人情報を みだり に他人に知ら せ、 又は不当な目的に使

用し てはなら ないこ と その他個人情報の保護に関し 必要な事項を 周知し なければなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後についても 同様と する 。  

 

 （ 作業場所の特定）  

第３ 条 受注者は発注者の指定し た場所又は受注者の求めによ り 発注者が承認し た場所以外で、

個人情報を 取り 扱っ てはなら ない。 なお、 発注者の承認は書面でなければなら ない。  

 

 （ 厳重な保管及び搬送）  

第４ 条 受注者は、 こ の契約によ る 事務に係る 個人情報の漏えい、 改ざん、 き 損、 滅失その他

の事故を 防止する ため、 次に掲げる 事項を 遵守し 、 個人情報の厳重な保管及び搬送に努めな

ければなら ない。  

 ⑴ 受注者は発注者の許可なく 、 発注者の指定し た場所又は発注者が承認し た場所から 個人

情報又は個人情報を 含む契約目的物等（ 以下「 個人情報等」 と いう 。 ） を 持ち出し てはな

ら ない。  

 ⑵ 受注者は、 個人情報等を 発注者から 受ける と き 又は発注者に渡すと き は、 個人情報の内

容、 数量、 受け渡し 日、 受け渡し 確認者、 その他必要な事項を 記載し た書面を 発注者と 取

り 交わさ なければなら ない。  

  

 （ 再委託の禁止）  

第５ 条 受注者は、 発注者の承諾がある と き を 除き 、 こ の契約によ る 事務に係る 個人情報の処



 

 

理を 自ら 行う も のと し 、 第三者にその処理を 委託し てはなら ない。  

 

 （ 委託目的以外の使用等の禁止）  

第６ 条 受注者は、 発注者の指示又は承諾があ る と き を 除き 、 こ の契約によ る 事務に係る 個人

情報を 当該事務の処理以外の目的に使用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

 

 （ 複写及び複製の禁止）  

第７ 条 受注者は、 発注者の指示又は承諾があ る と き を 除き 、 こ の契約によ る 事務に係る 個人

情報を 複写し 、 又は複製し てはなら ない。  

 

 （ 事故発生時の報告義務）  

第８ 条 受注者は、 個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する 事態が生じ 、 又は生じ る おそ

れがある こ と を 知っ たと き は、 速やかに発注者に報告し 、 その指示に従わなければなら ない。

こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後においても 同様と する 。  

 

 （ 個人情報の返還又は処分）  

第９ 条 受注者は、 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れたと き は、 こ の契約によ る 事務に係る 個

人情報を 速やかに発注者に返却し 、 又は漏えいを 来さ ない方法で確実に処分し なければなら

ない。  

 

 （ 措置事項に違反し た場合の契約解除及び損害賠償）  

第１ ０ 条 発注者は、 受注者がこ の個人情報取扱特記事項に違反し ている と 認めたと き は、 契

約の解除及び損害賠償の請求を する こ と ができ る 。  

 

 （ その他）  

第１ １ 条 受注者は、 第２ 条から 前条ま でに掲げる も ののほか、 個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を 講じ なければなら ない 


